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田中康夫の
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「
改
憲
派
」
の
「
読
売
新
聞
」
世
論
調

査
で
「
憲
法
改
正
に
賛
成
」
が
65
％
に

達
し
た
の
は
今
か
ら
12
年
前
の
04
年
。

「
護
憲
派
」
の
「
毎
日
新
聞
」
世
論
調

査
で
も
06
年
と
12
年
に
65
％
に
達
し
ま

割
合
が
６
割
近
く
を
占
め
て
い
ま
す
。

　

国
民
の
憲
法
観
が
突
如
、
変
わ
っ
た

訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
洋
の
東
西
を
問

わ
ず
、「
国
民
の
権
利
を
定
め
、
国
家

に
義
務
を
課
す
」
の
が
憲
法
に
も
拘
ら

ず
、
自
由
民
主
党
の
「
日
本
国
憲
法
改

正
草
案
」
は
「
国
民
の
義
務
と
国
家
の

権
利
」
へ
と
改
憲
な
ら
ぬ
〝
壊
憲
〞
す

る
時
代
錯
誤
な
復
古
調
だ
、
と
国
民
は

見
抜
い
て
い
る
の
で
す
。

「
自
民
党
の
憲
法
草
案
ね
、
僕
は
反
対
。

と
い
う
の
は
何
か
と
言
う
と
ね
、
家
族

は
こ
う
あ
る
べ
き
と
か
ね
、
価
値
観
に

ま
で
踏
み
込
む
、
一
人
ひ
と
り
の
。
そ

り
ゃ
憲
法
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
一
人
ひ

と
り
の
価
値
観
に
踏
み
入
れ
て
い
く
の

は
お
か
し
い
と
思
っ
て
い
る
か
ら
、
自

民
党
の
改
憲
草
案
、
反
対
」

　

お
お
さ
か
維
新
の
会
＝
お
維
の
松
井

一
郎
代
表
は
第
24
回
参
議
院
議
員
通
常

選
挙
中
の
６
月
26
日
、
僕
と
共
に
秋
葉

原
で
登
壇
し
た
若
年
層
と
の
ト
ー
ク
セ

ッ
シ
ョ
ン
で
憲
法
の
あ
り
方
に
関
し
て

問
わ
れ
、
明
言
し
ま
し
た
。

　

翌
朝
の
紙
面
で
「
改
憲
派
」
の
「
読

売
」「
産
経
」
は
〝
裏
切
り
者
〞
と
批

判
し
、
逆
に
「
護
憲
派
」
の
「
毎
日
」

「
東
京
」
は
大
歓
迎
す
る
か
と
思
い
き

や
、
自
民
党
、
公
明
党
、
お
維
を
一
括

り
に
「
改
憲
勢
力
」
と
呼
ぶ
護
送
船

団
・
記
者
ク
ラ
ブ
加
盟
各
社
は
揃
っ
て

黙
殺
し
ま
し
た
。  

　

冷
静
・
冷
徹
に
捉
え
る
に
今
回
の
選

挙
結
果
も
、「
憲
法
改
正
自
体
は
否
定

し
な
い
政
党
」
が
3
分
の
2
を
占
め
た

の
で
あ
り
、「
急
進
的
な
９
条
壊
憲
勢

力
」
が
勝
利
し
た
訳
で
は
な
い
に
も
拘

ら
ず
、「
改
憲
勢
力
」
が
参
議
院
で
も

３
分
の
２
に
、
と
〝
55
年
体
制
時
代
の

旧
態
依
然
な
二
元
論
〞
で
新
聞
・
Ｔ
V

は
演
算
し
続
け
る
の
で
す
。

　

松
井
氏
は
以
下
の
発
言
も
行
い
ま
し

た
。「
要
は
メ
デ
ィ
ア
は
ね
、
憲
法
改

正
と
い
う
と
９
条
ば
っ
か
り
。
違
う
ん

で
す
、
憲
法
。
い
ろ
ん
な
条
文
が
あ
る
。

今
の
時
代
に
合
わ
し
た
部
分
、
合
わ
し

て
変
え
て
い
く
部
分
。
そ
の
分
野
は
し

っ
か
り
と
議
論
を
し
て
、
皆
さ
ん
に
決

め
て
貰
え
る
体
制
を
作
り
た
い
、
そ
う

思
っ
て
い
ま
す
」。

　

而
し
て
５
月
18
日
の
党
首
討
論
＝
国

家
基
本
政
策
委
員
会
で
安
倍
晋
三
首
相

と
向
き
合
っ
た
片
山
虎
之
助
共
同
代
表

は
僅
か
４
分
の
持
ち
時
間
の
中
で
「
緊

急
事
態
条
項
の
制
定
は
不
要
。
憲
法
９

条
改
正
は
や
る
べ
き
じ
ゃ
な
い
。
今
の

憲
法
の
良
い
所
は
残
さ
な
い
と
い
け
な

い
」
と
発
言
し
ま
し
た
。

　

自
民
党
以
外
の
現
存
す
る
政
党
で
初

め
て
憲
法
改
正
案
を
示
し
た
お
維
が
掲

げ
る
の
は
、
憲
法
裁
判
所
の
創
設
、
地

域
主
権
の
実
現
、
乳
幼
児
か
ら
大
学
ま

で
の
教
育
完
全
無
償
化
の
３
項
目
の
み
。

「
国
民
の
権
利
と
国
家
の
義
務
」
を
定

め
る
北
欧
諸
国
の
憲
法
か
と
見
紛
う
内

容
。
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家
の
塩
田

潮
氏
が
「
憲
法
改
正
で
安
倍
首
相
と
お

お
さ
か
維
新 

こ
れ
だ
け
の
壁
」
と
題

す
る
論
考
で
看
破
し
た
様
に
、〝
同
床

異
夢
〞
以
前
の
憲
法
観
の
違
い
で
す
。

　

環
境
権
の
〝
加
憲
〞
を
唱
え
る
公
明

党
も
、
９
条
〝
壊
憲
〞
に
は
反
対
。
な

ら
ば
、「
護
憲
」と
い
う
念
仏
を
唱
え
る

も
防
戦
一
方
な
古
め
か
し
い
運
動
論
か

ら
脱
却
し
、
憲
法
９
条
の
理
念
を
よ
り

実
践
的
に
護
り
育
み
、
専
守
防
衛
に
徹

す
る
上
で
も
、
憲
法
を
守
る
か
変
え
る

か
で
な
く
、
憲
法
を
如
何
に
よ
り
良
く

し
、「
国
家
益
」
な
ら
ぬ
「
国
民
益
」
を

齎も
た
らす
か
を
争
点
に
し
て
こ
そ
、「
国
民

の
義
務
」
を
羅
列
し
た
生
煮
え
草
案
を

葬
り
去
れ
る
創
憲
論
と
僕
は
考
え
ま
す
。

　

そ
れ
に
し
て
も
「
政
権
交
代
」
の
立

役
者
た
る
鳩
山
由
紀
夫
、
小
沢
一
郎
両

氏
を
粛
正
す
る
一
方
、「
政
権
転
落
」

A
級
戦
犯
の
首
相
経
験
者
2
人
を
厚
遇

し
、
安
倍
さ
ん
以
上
に
安
倍
さ
ん
的
な

議
員
を
党
内
に
幾
人
も
抱
え
る
民
進
党

こ
そ
、「
一
強
他
弱
」
化
に
貢
献
す
る

補
完
勢
力
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
嗚
呼
。

し
た
。
が
、
今
年
の
5
月
3
日
、「
読

売
新
聞
」
が
朝
刊
一
面
左
下
で
敢
え
て

小
さ
く
報
じ
た
世
論
調
査
の
結
果
は
、

「
憲
法
改
正
に
反
対
」
が
50
％
と
逆
転
。

他
媒
体
の
世
論
調
査
で
も
「
反
対
」
の 「改憲・壊憲・創憲」

★
次
号
9
月
号
の
発
行
日
は
9
月
2
日
で
す
。


